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(57)【要約】
リバースリンク通信の１または２以上の様相を制御する
方法および装置は、リバースリンク負荷ソフトネスを決
定することに基づく。かかる制御は、基地局コントロー
ラなど、ネットワークにおいて実施可能である。制御は
セクタごとでもよく、その場合ソフトネスはセクタごと
に決定され、リバースリンク通信の１または２以上の様
相は、セクタに対して決定されるソフトネスの関数とし
てセクタごとに調節または制御される。少なくとも１つ
の実施形態において、基地局コントローラ（または均等
物として無線ネットワークコントローラ）は、制御する
セクタに対するリバースリンク負荷のソフトネスを評価
するように構成される。ある実施形態においては、基地
局コントローラがソフトネスに基づく制御調節を行い、
一方他の実施形態においては、基地局コントローラはソ
フトネス情報を送信し、１または２以上の移動局がソフ
トネスに基づく制御調節を行う。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信ネットワークにおけるリバースリンクの制御方法であって、
　リバースリンク負荷のソフトネスを決定することと、
　前記リバースリンク上の通信を前記ソフトネスの関数として制御することと
　を含む方法。
【請求項２】
　リバースリンク負荷のソフトネスを決定することは、前記ワイヤレス通信ネットワーク
の任意のセクタにおける前記リバースリンク負荷のソフトネスを決定することを含み、前
記リバースリンク上の通信を前記ソフトネスの関数として制御することは、ソフトネスイ
ンジケータを前記セクタにおいて送信することにより、前記セクタ内で動作する１または
２以上の移動局が前記１または２以上の移動局のリバースリンク通信の１または２以上の
様相を前記ソフトネスインジケータの関数として変化させることを含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項３】
　前記１または２以上の移動局は、アクセスプローブを送信することに使用される１また
は２以上のアクセスプローブパラメータを前記ソフトネスインジケータの関数として調節
する、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　リバースリンク負荷のソフトネスを決定することは、前記ワイヤレス通信ネットワーク
の任意のセクタにおける前記リバースリンク負荷のソフトネスを決定することを含み、前
記リバースリンク上の通信を前記ソフトネスの関数として制御することは、前記セクタ内
で動作する移動局により使用される１または２以上のアクセスプローブパラメータを調節
することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記セクタ内で動作する移動局により使用される１または２以上のアクセスプローブパ
ラメータを調節することは、アクセスプローブパワーを前記ソフトネスの関数として調節
することを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　アクセスプローブパワーをソフトネスの関数として調節することは、よりソフトである
リバースリンク負荷に対して、前記セクタ内で動作する少なくとも１つの移動局に対する
アクセスプローブパワーを増加させることを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　よりハードであるリバースリンク負荷に対して、前記セクタ内で動作する少なくとも１
つの移動局に対するアクセスプローブパワーを減少させることをさらに含み、その場合前
記リバースリンク負荷は、ソフトネスの数量的大きさにしたがって、よりハードまたはよ
りソフトであると見なされる、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記リバースリンク上の通信を前記ソフトネスの関数として制御することは、前記ワイ
ヤレス通信ネットワーク内の基地局から、前記基地局のセクタに対して決定された前記ソ
フトネスに応じて、ソフトネスインジケータを送信することにより、前記基地局のセクタ
内で動作する１または２以上の移動局が、前記１または２以上の移動局のリバースリンク
通信の１または２以上の様相を前記ソフトネスインジケータの関数として変化させること
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記リバースリンク負荷のソフトネスを決定することは、前記リバースリンク負荷の弾
性を決定することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記リバースリンク負荷の弾性を決定することは、１または２以上の現ユーザによる前
記リバースリンク負荷への寄与が低減可能である限界を評価することを含む、請求項９に
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記載の方法。
【請求項１１】
　前記リバースリンク負荷の弾性を決定することは、１または２以上の現ユーザに対する
目下のリバースリンクデータレートが低下方向に調節可能であるかどうかを判定すること
を含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記リバースリンク負荷のソフトネスを決定することは、目下のリバースリンクデータ
レートを、１または２以上の現ユーザに対する許容最小リバースリンクデータレートと比
較することを含み、その場合前記リバースリンク負荷のソフトネスは、前記目下のリバー
スリンクデータレートと前記許容最小リバースリンクデータレートとの間の差異が大きく
なるにつれて大きくなる、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記リバースリンク上の通信を前記ソフトネスの関数として制御することは、前記ワイ
ヤレスネットワーク内の基地局からソフトネスインジケータを送信し、前記ソフトネスが
決定された前記ワイヤレス通信ネットワークのセクタ内で動作する１または２以上の移動
局に、前記ソフトネスインジケータに応じて、前記リバースリンク上での前記１または２
以上の移動局の通信の１または２以上の様相を変化させることを含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項１４】
　前記リバースリンク上の通信を前記ソフトネスの関数として制御することは、決定され
た前記ソフトネスに応じて、前記ワイヤレス通信ネットワークのセクタ内で動作する移動
局により使用される１または２以上のアクセスプローブパラメータを設定することを含む
、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記リバースリンク負荷のソフトネスを決定することは、前記ワイヤレス通信ネットワ
ークの任意のセクタ内の前記リバースリンク負荷のソフトネスを決定することを含む、請
求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記リバースリンク上の通信を前記ソフトネスの関数として制御することは、前記ワイ
ヤレス通信ネットワーク内の基地局から、前記基地局のセクタに対して決定された前記ソ
フトネスに応じて、ソフトネスインジケータを送信することにより、前記基地局のセクタ
内で動作する１または２以上の移動局が、前記１または２以上の移動局のリバースリンク
通信の１または２以上の様相を前記ソフトネスインジケータの関数として変化させること
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記基地局から前記ソフトネスインジケータを送信することは、前記セクタにおけるリ
バースリンクローディングに対して決定されるソフトネスの程度を示す範囲値を送信する
ことを含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記基地局から前記ソフトネスインジケータを送信することは、１または２以上のユー
ザクラスの各々に対するソフトネスインジケータを送信することを含む、請求項１６に記
載の方法。
【請求項１９】
　前記リバースリンク上の通信を前記ソフトネスの関数として制御することは、前記リバ
ースリンク負荷の前記ソフトネスが決定される前記ワイヤレス通信ネットワークのセクタ
を操作する移動局により使用される１または２以上のアクセスプローブパラメータを調節
することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記リバースリンク上の通信を前記ソフトネスの関数として制御することは、１または
２以上の移動局に対するリバースリンクデータレートをソフトネスの関数として少なくと
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も部分的に制御することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　前記リバースリンク上の通信を前記ソフトネスの関数として制御することは、前記ソフ
トネスに応じて調節される１または２以上のリバースリンク制御パラメータを送信するこ
とを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　前記ソフトネスに応じて調節される１または２以上のリバースリンク制御パラメータを
送信することは、異なる移動局グループまたは移動局クラスに対する前記１または２以上
のリバースリンク制御パラメータに対して異なる調節を行うことと、異なる調節が行われ
た前記リバースリンク制御パラメータを、前記異なる調節が行われた前記リバースリンク
制御パラメータのそれぞれの移動局グループまたは移動局クラスへ送信することとを含む
、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　リバースリンク負荷のソフトネスを決定し、前記リバースリンク上の通信を前記ソフト
ネスの関数として制御するように構成される１または２以上の処理回路を備える基地局コ
ントローラ。
【請求項２４】
　前記基地局コントローラは、前記ワイヤレス通信ネットワークの任意のセクタにおける
前記リバースリンク負荷のソフトネスを決定するように構成され、また、前記セクタ内で
ソフトネスインジケータを送信することにより、前記リバースリンク上の通信を前記ソフ
トネスの関数として制御することで、前記セクタ内で動作する１または２以上の移動局が
、前記１または２以上の移動局のリバースリンク通信の１または２以上の様相を前記ソフ
トネスインジケータの関数として変化させるように構成される、請求項２３の基地局コン
トローラ。
【請求項２５】
　前記基地局コントローラは、前記ワイヤレス通信ネットワークの任意のセクタに対する
前記リバースリンク負荷のソフトネスを、前記セクタ内で動作する１または２以上の移動
局に対する最小許容リバースリンクデータレートと目下のリバースリンクデータレートを
比較することにより、決定するように構成される、請求項２３に記載の基地局コントロー
ラ。
【請求項２６】
　前記基地局コントローラは、１または２以上のアクセスプローブパラメータを前記ソフ
トネスの関数として変化させることにより、前記リバースリンク上の通信を前記ソフトネ
スの関数として制御するように構成される、請求項２３に記載の基地局コントローラ。
【請求項２７】
　前記基地局コントローラは、よりソフトであるリバースリンク負荷に対して、アクセス
プローブパワーを増加させるように構成される、請求項２６に記載の基地局コントローラ
。
【請求項２８】
　前記基地局コントローラは、よりハードであるリバースリンク負荷に対して、アクセス
プローブパワーを減少させるように構成される、請求項２７に記載の基地局コントローラ
。
【請求項２９】
　前記基地局コントローラは、異なるユーザクラスには異なるソフトネスインジケータを
生成するように構成される、請求項２３に記載の基地局コントローラ。
【請求項３０】
　前記基地局コントローラは、前記リバースリンク負荷のソフトネスが決定された前記ワ
イヤレス通信ネットワークのセクタ内で動作する移動局により使用される１または２以上
のアクセスプローブパラメータを調節することにより、前記リバースリンク上の通信を前
記ソフトネスの関数として制御するように構成される、請求項２３に記載の基地局コント
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ローラ。
【請求項３１】
　前記基地局コントローラは、１または２以上の移動局に対するリバースリンクデータレ
ートを前記ソフトネスの関数として少なくとも部分的に制御することにより、前記リバー
スリンク上の通信を前記ソフトネスの関数として制御するように構成される、請求項２３
に記載の基地局コントローラ。
【請求項３２】
　基地局コントローラは、前記ソフトネスに応じて調節される１または２以上のリバース
リンク制御パラメータを送信することにより、前記リバースリンク上の通信を前記ソフト
ネスの関数として制御するように構成される、請求項２３に記載の基地局コントローラ。
【請求項３３】
　前記基地局コントローラは、異なる移動局グループまたは移動局クラスに対する前記１
または２以上のリバースリンク制御パラメータに対して異なる調節を行い、異なる調節が
行われた前記リバースリンク制御パラメータを、前記異なる調節が行われた前記リバース
リンク制御パラメータのそれぞれの移動局グループまたは移動局クラスへ送信する、請求
項３２に記載の基地局コントローラ。
【請求項３４】
　ワイヤレス通信ネットワークからフォワードリンク通信を受信するように構成され、ま
た、前記ワイヤレス通信ネットワークへのリバースリンク通信に対して構成されるトラン
シーバ回路と、
　前記リバースリンク通信の１または２以上の様相を、前記ワイヤレス通信ネットワーク
から前記フォワードリンク通信の一部として受信されるソフトネスインジケータの関数と
して調節するように構成される１または２以上の処理回路と、その場合前記ソフトネスイ
ンジケータはリバースリンク負荷ソフトネスを示すことと、
　を備える移動局。
【請求項３５】
　前記１または２以上の処理回路は、前記リバースリンクに関するアクセスプローブを前
記ワイヤレス通信ネットワークへ前記ソフトネスインジケータの関数として送信すること
に関連する１または２以上の送信パラメータを調節するように構成される、請求項３４に
記載の移動局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的におよび具体的にワイヤレス通信システムに関し、具体的には、ワイ
ヤレス通信ネットワークにおいて、リバースリンク負荷ソフトネスの関数としてリバース
リンク通信を制御することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　既存する発達途上のワイヤレス通信ネットワーク規格は、ＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖ
ｅｒ　ＩＰ：ボイスオーバＩＰ）、マルチメディアメッセージ送信、ウェブブラウジング
、Ｅメール、ストリーミングメディア、およびデジタルオーディオ／ビデオブロードキャ
スティングサービスなど、様々なアプリケーションを支援する。これらのサービスのうち
いくつかは、比較的高いデータレートを必要とする。例えば、マルチメディアストリーム
が１０００ｋｂｐｓ以上で受信されない限り、エンドユーザエクスペリエンスは、許容で
きないものと見なされる場合がある。他のアプリケーションについては、高いデータレー
トが好ましいかもしれないが、低いデータレートでも許容できる。例えば、Ｅメールは比
較的遅延に影響を受けやすい非リアルタイムアプリケーションであるのだが、Ｅメール送
信／受信に関連する最小データレート要求は非常に低い場合もある。
【０００３】
　任意のワイヤレス通信ネットワークセクタ内で任意の時間にアクティブである可能性の
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ある、サービスと、対応するサービス要求との異なる混合から、いくつか結論が導き出さ
れる。例えば、使用可能なネットワーク資源の小部分より多くをどのユーザも消費するこ
とのない音声専用ネットワークとは異なり、１または少数のデータユーザは、任意のセク
タにおいて使用可能なネットワーク資源の大部分を消費可能である。さらに、そのような
１または２以上のユーザのフォワードおよび／またはリバースリンクローディング寄与な
ど、かかるユーザにより消費される資源の実際の量は、１または２以上のサービスパラメ
ータを変更することにより、少なくとも、かかるユーザにより実行されるアプリケーショ
ンに関連するＱｏＳ（Ｑｕａｌｉｔｙ‐ｏｆ‐Ｓｅｒｖｉｃｅ：サービスの質）の制約の
うちで変化してもよい。
【発明の開示】
【０００４】
　ある実施形態において、ワイヤレス通信ネットワークにおけるリバースリンク制御の方
法が、リバースリンク負荷のソフトネスを決定することと、リバースリンク上の通信をソ
フトネスの関数として制御することとを含む。少なくとも１つの実施形態において、ソフ
トネスを決定することは、ワイヤレス通信ネットワークの任意のセクタにおけるリバース
リンク負荷のソフトネスを決定することを含み、リバースリンク上の通信をソフトネスの
関数として制御することは、セクタ内でソフトネスインジケータを送信することを含む。
このように、セクタ内で動作する１または２以上の移動局は、該移動局のリバースリンク
通信の１または２以上の様相をソフトネスインジケータの関数として変化させてもよい。
例えば、移動局は、アクセスプローブ送信パワーなど、移動局が使用する１または２以上
のアクセスプローブパラメータをソフトネスインジケータの関数として調節してもよい。
【０００５】
　別の実施形態において、リバースリンク上の通信をソフトネスの関数として制御するこ
とは、セクタ内で動作する少なくともいくつかの移動局により使用される１または２以上
のアクセスプローブパラメータを調節することを含む。例えば、基地局コントローラは、
任意のセクタにおいて使用される１または２以上のアクセスプローブパラメータを、セク
タに対して決定されるリバースリンク負荷のソフトネスの関数として変化させるように構
成可能である。ここで非限定的な例として、基地局コントローラは、リバースリンクアク
セスチャネルに関するアクセスプローブを送信するために、セクタ内で動作する移動局に
より使用される送信パワーを増加または減少させてもよい。
【０００６】
　言うまでもなく、本発明は上の特徴および利点に限定されるものではない。実際、当業
者であれば、以下の発明を実施するための最良の形態を読み、添付図面を見ると、追加の
特徴および利点を認識することであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　１または２以上の移動局１２を、インターネットまたは他のデータネットワークなどの
１または２以上の外部ネットワーク１４に通信可能となるよう連結するように構成される
ワイヤレス通信１０を、図１は示している。ネットワーク１０は、無線基地局（Ｒａｄｉ
ｏ　Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ：ＲＢＳ）１６と、対応する基地局コントローラ（Ｂａｓ
ｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ：ＢＳＣ）１８と、コアネットワーク（Ｃｏ
ｒｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：ＣＮ）２０とを備え、ＣＮ２０はパケットデータサービングノー
ド（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｎｏｄｅ：ＰＤＳＮ）２２または他のパ
ケットデータゲートウェイとを備える。
【０００８】
　ネットワーク１０の実際の実施形態は、複数のＲＢＳ１６やＢＳＣ１８などを備えても
よく、またここで説明しない構成要素を備えてもよいことが理解されるべきである。さら
に、異なる通信規格が幾分異なるアーキテクチャを採用する、および／または異なる命名
法を使用することが理解されるべきである。例えば、ワイドバンドＣＤＭＡシステムにお
いては、ＢＳＣ１８は、一般的に無線ネットワークコントローラ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗ
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ｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）すなわちＲＮＣと呼ばれ、一方ＲＢＳ１６は、一般的に
ノードＢと呼ばれる。したがって、特に断りがない限り、具体的なネットワークアーキテ
クチャの描写、または規格関連の命名法の使用は、ここで開示する通信制御を限定するも
のとして見なされるべきではない。
【０００９】
　実際、ここで開示するように、リバースリンク通信制御の１または２以上の様相は、リ
バースリンク負荷の「ソフトネス（ｓｏｆｔｎｅｓｓ）」を決定することに広く基づく。
ここで、特に、リバースリンク負荷ソフトネスの大きさは、ネットワーク１０の制御下で
、または負荷に携わる１または２以上の移動局１２により軽減される負荷の従順性（ａｍ
ｅｎａｂｉｌｉｔｙ）を反映するという意味において、「ソフトネス」とはリバースリン
ク負荷の弾性（ｅｌａｓｔｉｃｉｔｙ）または適応性（ａｄｊｕｓｔａｂｉｌｉｔｙ）を
表す。例えばＢＳＣ１８は、ネットワーク１０の任意のセクタ――セクタＳ１、Ｓ２、ま
たはＳ３――に対するリバースリンク負荷ソフトネスを、目下該セクタにおいて動作中の
１または２以上の移動局１２のリバースリンクデータレートが低減可能かどうかの判定に
基づいて、評価するように構成されてもよい。
【００１０】
　１または少数の移動局１２が大きなリバースリンクレート低下を許容する場合、または
より多くの移動局１２が個別により小さなリバースリンクレート低下に許容する場合、セ
クタにおけるリバースリンク負荷は「ソフト（ｓｏｆｔ）」であると見なされる。その場
合、現ユーザに関連するサービスの質（Ｑｕａｌｉｔｙ‐ｏｆ‐Ｓｅｒｖｉｃｅ）の制約
の範囲内で、リバースリンクローディングのレベルは低減可能である。すなわち、セクタ
全体のローディングは、着目するセクタにおいて目下動作中の移動局１２に関連する目下
のＱｏＳの制約に違反することなく、軽減可能であるということである。逆に、セクタに
おいて目下アクティブなユーザの混合を考慮すると、リバースリンクデータレートに重大
な低下がない場合、リバースリンク負荷は「ハード（ｈａｒｄ）」であると見なされる。
【００１１】
　例えば、図２は仮定リバースリンク負荷グラフを示し、ここでネットワーク１０の任意
のセクタに対するリバースリンク負荷は、最小負荷閾値を上回るが最大負荷閾値を下回る
負荷レベルの範囲内で、時間とともに変化する。リバースリンクローディングは、ｄＢ単
位のＲｏＴ計量（Ｒｉｓｅ‐ｏｖｅｒ‐Ｔｈｅｒｍａｌ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ）とし
て表される場合もあるが、任意のセクタにおける現ユーザの数および種類をカウントする
ことや、セクタに対するリバースリンクの平均総スループットを見ることなどによる、リ
バースリンクローディングを推定する他の手段がここで検討される。どのような場合にせ
よ、リバースリンク負荷が最小負荷閾値を下回る場合、ＢＳＣ１８は、「ソフトネス」を
もとにしたリバースリンク上通信制御に先行してもよいことに留意されたい。つまり、リ
バースリンクローディングの非常に軽度のレベルで、リバースリンク通信の１または２以
上の様相を負荷ソフトネスの関数として制御することは、新しいユーザを受け入れること
などに関しては、大きな利益を提供しない場合がある。
【００１２】
　何にせよ、図３は、図２のリバースリンクローディングを変化させることに対応する仮
定リバースリンク負荷ソフトネスグラフを示す。図示したグラフにおけるソフトネスの大
きさは０から１の範囲にあることがわかり、０は完全にソフトであり、１は完全にハード
である。ソフトネスの数量的大きさは、完全ソフト値と完全ハード値との間の連続の範囲
にあってもよく、またはいかなる程度で量子化されてもよい。例えばＢＳＣ１８は、ソフ
トネスメトリックが０．５下回る場合、任意のセクタに対するリバースリンク負荷をソフ
トと見なし、ソフトネスメトリックが０．５を上回る場合、該セクタに対するリバースリ
ンク負荷をハードと見なすように構成可能である。
【００１３】
　連続の数量的大きさまたは量子化された数量的大きさとして表されようと、論理ソフト
／非ソフト論理的条件として単純に表されようと、ある実施形態において、ＢＳＣ１８は
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、セクタにおいて目下動作中の移動局１２について、目下のリバースリンクデータレート
と最小許容リバースリンクデータレートとの間の差異を評価することにより、セクタごと
にリバースリンク負荷ソフトネスを決定するように構成される。このように、例えば移動
局１２上で動作するデータアプリケーションに関連するＱｏＳの制約に対して許容される
（または適切な）、各移動局の目下のリバースリンクデータレートと最小リバースリンク
データレートとの差異を、ＢＳＣ１８は計算可能である。リバースリンクレートを考慮す
ることに追加または代替として、１または２以上の他のＱｏＳパラメータを使用してソフ
トネスを決定してもよい。例えば、ソフトネス決定は、ベストエフォートユーザのバッフ
ァレベルを考慮する場合がある。ある実施形態において、ベストエフォートユーザのデー
タレートは目下のレートからＱｏＳ制約の許容範囲内で低下する場合があるが、リバース
リンク送信バッファが満状態（ｆｕｌｌ）である場合、ベストエフォートユーザの負荷は
ハードと見なされる可能性がある。（ＥＶＤＯで規定される要求メッセージのようなリバ
ースリンクフィードバックメッセージを用いて、ユーザからバッファレベル情報を獲得可
能であることに留意されたい。）送信パワーヘッドルームや遅延などの他のパラメータも
、ソフトネス決定において考慮される場合がある。
【００１４】
　さらに、ソフトネスの決定は、時間とともに変化させる、および／または使用状況の変
化またはサービス目的の変化とともに変化させる場合もある。例えば、存在するユーザを
優先するために、ソフトネス決定は「ハード」側に偏る場合がある。ある実施形態におい
ては、基本ソフトネス値はバイアス因数を乗算されたり、さもなければバイアス因数倍さ
れたりする。バイアス因数は、単位尺度（ｕｎｉｔｙ　ｓｃａｌｉｎｇ）に対しては１で
あり、ソフトネス値をより低く（よりソフトに）偏らせるには１より小さく、ソフトネス
値をより高く（よりハードに）偏らせるには１よりも大きくなる場合がある。言うまでも
なく、より低く／より高くの論理は逆の場合もあり、単なるバイアス因数以上のものを用
いて、複数の入力変数に対してソフトネス決定をふることを考慮する場合もある。
【００１５】
　以上を念頭に置いて、図４はＢＳＣの一実施形態を示しており、ここでＢＳＣ１８は、
コアネットワーク通信インターフェース回路３０と、ＲＢＳ通信インターフェース回路３
２と、制御／処理回路３４とを備える。さらに具体的に、制御／処理回路３２は、ソフト
ネス決定／制御回路３６として構成される１または２以上の処理回路を備える。ソフトネ
ス決定／制御回路３６を備える制御／処理回路３４は、ハードウェア、ソフトウェア、お
よびそれらのいかなる組合せを含んでもよいことが理解されるべきである。例えば、制御
／処理回路３２は、１または２以上のメモリ装置、またはＢＳＣ１８に備わる他のストレ
ージ構成要素に格納されるコンピュータプログラム命令を実行するように構成される１ま
たは２以上の特別用途向けまたは汎用マイクロプロセッサ回路を含む場合がある。
【００１６】
　このように、リバースリンク負荷のソフトネスを決定し、リバースリンク上の通信をソ
フトネスの関数として制御するように構成される１または２以上の処理回路を、図示した
ＢＳＣ１８は備える。このようなソフトネスに基づく決定および制御は、セクタごとに行
われる場合があり、ある実施形態においては、ソフトネスに基づくリバースリンク上通信
制御は、１または２以上のソフトネスインジケータを（ＲＢＳ１６を介して）送信するＢ
ＳＣ１８に基づき、対応するセクタにおいて動作する移動局１２に、ソフトネスインジケ
ータの関数として移動局１２のリバースリンク通信の１または２以上の様相を変化させる
。
【００１７】
　実際、異なるソフトネスインジケータが同一のセクタ内で送信可能である。ある例にお
いては、例えばあるクラスがより好ましかったり、より高い優先度を有していたりする場
合などに、異なるソフトネスインジケータが異なるユーザクラスに対して送信される。１
つだけソフトネスインジケータが送信されたとしても、インジケータが計算される方式は
、例えば時間の関数として変更可能である。また、ソフトネスインジケータの計算は、異
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なるセクタに対して異なる場合がある。さらに、異なる移動局は、同一のソフトネスイン
ジケータに対して異なる応答をするように構成可能であることが理解されるべきである。
このように、同一のソフトネスインジケータは、個々の移動局において異なる応答を促す
ことが可能である。
【００１８】
　別の実施形態において、１または２以上の移動局１２は、１より多くのセクタにおいて
ソフトネスを考慮するように構成可能である。セル間干渉のため、例えば、移動局１２は
、１より多くのセクタにおけるリバースリンク負荷のソフトネスを、組み合わせる、さも
なければ考慮するように構成可能である。１以上のセクタにおけるソフトネスを考慮する
ある方法は、異なるセクタから送信されるソフトネスインジケータを組み合わせることに
基づく。組み合せることには、サービス中のセクタのソフトネスインジケータに対して、
近隣のセクタにおけるソフトネスインジケータより重く重み付けることなど、セクタ重み
付け考慮（ｓｅｃｔｏｒ　ｗｅｉｇｈｔｉｎｇ　ｃｏｎｓｉｄｅｒａｔｉｏｎｓ）が含ま
れる場合もある。
【００１９】
　別の実施形態においては、ソフトネスインジケータを送信して、１または２以上の移動
局１２に、該移動局１２のリバースリンク通信を変更することによりリバースリンク負荷
を調節させるよりも、ＢＳＣ１８は、調節されたアクセスプローブパラメータの送信など
を行う。より具体的には、ＢＳＣ１８は、ソフトネスにしたがって１または２以上のアク
セスプローブパラメータを変化させることにより、リバースリンク上の通信をソフトネス
の関数として制御するように構成される場合がある。例えば、よりソフトであるリバース
リンクに対するアクセスプローブパワーを増大させ、よりハードであるリバースリンク負
荷に対するアクセスプローブパワーを低下させるように、ＢＳＣ１８は構成可能である。
言い換えると、より積極的なアクセスプロービングに関連する増大したいかなる干渉も、
例えばエリア内の１または２以上のアクティブな移動局のリバースリンクレートを低下さ
せることでオフセット可能であることをソフトネスは意味するため、比較的ソフトである
リバースリンク負荷について、ＢＳＣ１８は、任意のセクタにおける移動局１２により積
極的なアクセスプロービングを使用させるように構成可能である。
【００２０】
　より積極的なアクセスプロービングの使用は、例えばネットワーク１０への接続成功に
対するパーセンテージを増加させるため、望ましいということに留意されたい。ここで、
より「積極的（ａｇｇｒｅｓｓｉｖｅ）」であるとは、ある実施形態において、より高い
アクセスプローブ送信パワーを使用することを意味する。例えば、アクセスプローブパワ
ーをリバースリンクローディングの関数として設定するベースアルゴリズムを、ＢＳＣ１
８が備えることを想定されたい。かかる手法を用いると、リバースリンク負荷レベルが低
いとパワーを大きく――より積極的なプルービング――して、リバースリンク負荷レベル
が高いとパワーを低くすることを、ＢＳＣ１８は一般的に可能とする。言い換えると、ネ
ットワーク１０の任意のセクタにおける移動局に対するアクセスプローブパワー設定は、
一般的に、該セクタについて計量または推定されるリバースリンク負荷に対して反比例と
なるように設定可能である。しかしながら、ここで開示するリバースリンク通信制御の少
なくとも１つの実施形態によれば、リバースリンク負荷がソフトであるとＢＳＣ１８が判
定する場合には、それ以外の任意のリバースリンクローディング条件に対する場合よりも
高くアクセスプローブパワーが設定されるように、ベースアルゴリズムは修正される。
【００２１】
　例えばＢＳＣ１８は、リバースリンク負荷を、例えばセクタごとに評価するように構成
可能である。またＢＳＣ１８は、セクタにおいて目下アクティブである移動局１２に関連
するサービスの質（ＱｏＳ）の制約に違反することなく、目下のリバースリンク負荷が軽
減可能かどうか、およびどれだけ軽減可能であるのかをセクタごとに判定する関数として
、対応するソフトネスメトリックを決定するように構成可能である。少なくとも１つの実
施形態において、ソフトネスメトリックは、連続値または量子化値として決定される。か
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かる値は、例えば０から１の範囲内とされ、その場合０はソフトであり、１はハードであ
る。ここで、０．５を下回ればソフトとしたり、ソフトネスの程度を、例えば０．３また
は０．４に対して０．２のように考慮したりする。より一般的には、決定したソフトネス
は、ソフトネスのある量子化された大きさとして表されるものであり、制御された調節に
対するリバースリンク負荷の弾性または従順性の示度として見なしてもよい。
【００２２】
　ソフトネスの大きさに関連される通信制御は、「オン／オフ」、すなわち何かをするま
たはしないというものでもよく、または徐々に変化、すなわち制御値の重み付けまたは大
きさをソフトネスメトリックの関数として変化させるというものでもよい。このように、
一例として、ネットワーク１０の任意のセクタにおける移動局１２により用いられるアク
セスプロービングパラメータの積極性は、該セクタにおけるリバースリンク負荷のソフト
ネスに比例するように、すなわちよりソフトであることがより積極的であることと等しく
なるように設定可能である。このような制御は、ベースラインアルゴリズムに付加可能で
あり、その場合アクセスプローブの積極性はリバースリンク負荷レベルに対して反比例す
るように制御される。
【００２３】
　以上を念頭に置いて、ここで開示する一実施形態による、ネットワーク１０におけるリ
バースリンク制御の方法を、図５は示しており、ここで制御は、リバースリンク負荷のソ
フトネスを決定する（ステップ１００）ことと、リバースリンク上の通信をソフトネスの
関数として制御する（ステップ１０２）こととに基づく。記載のとおり、制御には、ネッ
トワーク１０の１または２以上のセクタの各々においてソフトネスインジケータを送信す
ることが含まれてもよく、例えば対応するＲＢＳ１６に、該ＲＢＳ１６により提供される
無線セクタにおけるオーバーヘッドまたはブロードキャストチャネルでソフトネスインジ
ケータを送信させてもよい。他の実施形態において、ＢＳＣ１８は、ソフトネスインジケ
ータをセクタ（ｓｅ）ごとに送信せずに、制御または他の信号情報を、決定されたソフト
ネスの関数として送信する。例えば、リバースリンク負荷ソフトネスが評価されていると
ころの任意のセクタにおける移動局１２へ送信された１または２以上のアクセスプローブ
パラメータを、ＢＳＣ１８は変更または調節可能である。
【００２４】
　別の例として、またはアクセスプローブパラメータ調節の一貫として、またはかかる調
節とは独立に、ＢＳＣ１８はリバースリンクレートをリバースリンク負荷ソフトネスの関
数として制御可能である。例えば、ＢＳＣ１８は、１または２以上の移動局１２のリバー
スリンクレートを、決定されたソフトネスの関数として制御することにおいて、多少積極
的であってもよい。ある実施形態において、ＢＳＣ１８は、リバースリンク負荷がソフト
である場合、１または２以上の移動局がより高いリバースリンクレートを得ることを可能
にするように偏向され、リバースリンク負荷がハードである場合、１または２以上の移動
局１２がより高いリバースリンクを得ることを不可能にするように偏向される。
【００２５】
　ＢＳＣ１８またはＲＢＳ１６において、またはネットワーク１０内のどこかにおいてコ
ンピュータプログラムとして実施可能である、このような処理の一実施形態を、図６に示
す。特に、図６のプログラム論理はセクタごとに実施可能であり、その場合Ｎ個の移動局
がセクタ内でアクティブである。論理的に、例えばｉ＝１と設定するなど、ユーザ指標値
ｉを初期化する（ステップ１０４）ことから処理が始まる。第ｉのユーザごとに、ユーザ
の目下のリバースリンクデータレートを最小許容または最小所望リバースリンクデータレ
ートと比較する（ステップ１０６）ことに処理は続く。このような処理には、差異、また
は差異に関するメトリックを格納する（ステップ１０８）ことと、評価すべきユーザがま
だ存在するかどうかを判定する（ステップ１１０）こととが含まれる。
【００２６】
　評価すべきユーザがまだ存在する場合、ユーザインデックスがインクリメントされ（ス
テップ１１２）、ステップ１０６～１１０が繰り返される。評価すべきユーザがもう存在
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しない場合、ステップ１０８による結果の蓄積に基づいて、評価されているセクタにおけ
るリバースリンク負荷のソフトネスを計算する（ステップ１１４）ことに処理は続く。１
または２以上の実施形態においては、１または２以上の現ユーザによる、セクタにおける
リバースリンク負荷への寄与が低減可能な限界の評価に基づいて、例えば１または２以上
の現ユーザに対する目下のリバースリンクデータレートを低下させて調節可能かどうかを
判定することなどにより、評価されているセクタにおけるリバースリンク負荷の弾性を定
めることが、ソフトネスの計算には含まれる。
【００２７】
　ステップ１１４において計算したソフトネスの関数としてリバースリンク通信を制御す
る（ステップ１１６）ことで、評価されているセクタについては、少なくとも目下の計算
の合間、処理は完結する。１または２以上の実施形態においては、記載どおりのこのよう
な制御には、セクタ内で動作する移動局１２により使用されるアクセスプローブパラメー
タを調節すること、および／またはセクタにおいてアクティブである１または２以上の移
動局１２に対するリバースリンクデータレートを調節することが含まれる。１または２以
上の他の実施形態においては、このような制御には、ネットワーク１０における（無線）
基地局からソフトネスインジケータを送信して、ソフトネスが定められるセクタ内で動作
する１または２以上の移動局１２に、ソフトネスインジケータに応じて該移動局１２のリ
バースリンク上通信の１または２以上の様相を変化させることが含まれる。
【００２８】
　図７は移動局１２を示しており、移動局１２は、ネットワーク１０からソフトネスイン
ジケータを受信することに応じて、移動局１２のリバースリンク通信の１または２以上の
様相を制御するように構成される。ここで使用する「移動局（ｍｏｂｉｌｅ　ｓｔａｔｉ
ｏｎ）」という言葉は、多岐にわたる装置のタイプ、またはそのような装置のタイプの混
合を表すことが理解されるべきである。例えば、図７に示す移動局１２（および図１の移
動局１２）は、セルラー式無線電話、ワイヤレスポケットベル、携帯情報端末（Ｐｏｒｔ
ａｂｌｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ：ＰＤＡ）、パームトップまたはラップ
トップコンピュータ、またはコンピュータ内部に備わる通信モジュールを含んでもよく、
あるいは他種のワイヤレス通信装置を含んでもよい。移動局１２のアーキテクチャの詳細
、および移動局１２内蔵の具体的な回路である構成要素は、移動局１２の使用目的により
変化することになるということも理解されるべきである。
【００２９】
　図の詳細に戻ると、図示した移動局１２は、受信／送信アンテナ４０と、スイッチ／デ
ュープレクサ４２と、受信部４４と、送信部４６と、ベースバンド制御回路４８と、シス
テムコントローラ５０と、入力／出力（ｉｎｐｕｔ／ｏｕｔｐｕｔ：Ｉ／Ｏ）インターフ
ェース回路５２と、ユーザインターフェース（ｕｓｅｒ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ：ＵＩ）５
４とを備える。ネットワーク１０の１または２以上のセクタに対するソフトネスインジケ
ータを含む、ネットワーク１０からの発着信リンク送信を、移動局１２が受信することが
、アンテナ４０により可能となる。リバースリンクアクセスチャネルに関するアクセスプ
ローブを含む信号を、移動局１２がネットワーク１０へリバースリンク上で送信すること
が、移動局１２によりさらに可能となる。
【００３０】
　移動局１２は、移動局１２が送信するアクセスプローブを、または移動局１２のリバー
スリンク通信の他の様相を、ネットワーク１０から受信されるソフトネスインジケータの
関数として制御する。例えば、ネットワーク１０は、０対１のソフトネスインジケータを
各セクタ内でブロードキャストする場合があり、そのため移動局１２は、移動局１２の目
下のセクタにおけるリバースリンク負荷ソフトネスで評価される。記載のとおり、移動局
１２は、１または２以上のアクセスプローブパラメータを、示されたソフトネスの関数と
して調節可能であり、例えば移動局１２は、ソフトである負荷には高いアクセスプローブ
送信パワーを使用し、ハードである負荷には低いアクセスプローブ送信パワーを使用する
場合がある。
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【００３１】
　ソフトネス依拠制御回路５６は、ベースバンド制御回路４８に備わっていてもよく、ソ
フトネスに基づくリバースリンク通信制御を提供するように構成可能である。例えば、移
動局１２は、ベースラインアクセスプローブパラメータを受信し、次に１または２以上の
上記パラメータを、示されたリバースリンク負荷ソフトネスの関数として調節する場合が
ある。より具体的には、ある実施形態において、移動局１２は、公称のまたは所定の点か
らのアクセスプローブ送信パワーを、リバースリンク負荷ソフトネスの関数として調節す
る。調節の限界は、ソフトネスまたはハードネスの程度に比例するように計算可能であり
、移動局１２に格納されるまたはネットワーク１０から受信されるデフォルト調節値に基
づいてもよい。比例制御については、１または２以上のセクタにおけるリバースリンク負
荷に対するソフトネス／ハードネスの程度を示す連続の数値または量子化数値を含んだあ
る範囲における値として、ソフトネスインジケータが送信可能である。
【００３２】
　言うまでもなく、記載のとおり、ソフトネス依拠制御は、移動局１２内ではなくネット
ワーク１０内で実施されたり、一部はネットワーク１０において、一部は移動局１２にお
いて実施されたりする。さらに、ソフトネス依拠制御が、１より多く、任意の時刻にアク
ティブになる場合もある。例えば、ここで開示するソフトネス依拠制御はユーザクラスを
考慮するように構成可能であり、例えば「金（ｇｏｌｄ）」、「銀（ｓｉｌｖｅｒ）」お
よび「銅（ｂｒｏｎｚｅ）」のユーザクラスが、異なる扱いを受けるなどでもよい。この
ような実施形態のうちのある実施形態においては、リバースリンク通信の１または２以上
の様相がソフトネス値の関数として調節される積極性が、ユーザクラスにより変化する。
ある例においては、金ユーザに対して、任意のソフトネス条件に対するアクセスプローブ
パワーが最も積極的に増加したり、任意のハードネス条件に対するアクセスプローブパワ
ーが最も消極的に減少したりする。（このようなシナリオにおいては、例えば０．３のソ
フトネスメトリックがソフトであると見なされ、一方で０．７のソフトネスメトリックが
ハードであると見なされる場合がある。）
【００３３】
　このように、ユーザクラスごとに異なるリバースリンク通信制御調節を計算するように
、および／またはユーザクラスごとに異なるソフトネスインジケータを送信するように、
ネットワーク１０は、例えばユーザクラスごとに異なるソフトネスメトリックを維持する
など、１よりも多くのソフトネスメトリックを維持するように構成可能である。あるいは
、ネットワーク１０は、着目するカバーエリアごとに１つのソフトネスメトリックを維持
するように構成可能であり、移動局１２は、移動局１２のユーザクラスの関数としての該
ソフトネスメトリックに応じるように構成可能である。クラスに基づく移動局１２の制御
対応は、ネットワーク１０により設定可能、および／または移動局１２において予め構成
可能である。
【００３４】
　リバースリンク通信の１または２以上の様相はリバースリンク負荷ソフトネスの関数と
して制御可能であることが広く理解されるべきである。基地局は、リバースリンク上で通
信するために移動局により使用される１または２以上のリバースリンク制御パラメータを
ソフトネスの関数として調節することで、かかる制御を実行可能である。この調節は、セ
クタに共通であっても、またはユーザクラスグループのような目的とする移動局グループ
に共通であってもよく、あるいは選択した移動局ごとに個別のものであってもよく、例え
ばソフトネスに基づいた異なる調節が、移動局の異なるグループまたはクラスへ送信され
たパラメータに対して実行可能である。追加または代替として、基地局は、ソフトネス決
定に応じて基地局のリバースリンクデータレート制御、アドミッション制御、輻輳制御な
どを修正することによるなどして、動作の他の様相をソフトネスの関数として制御するよ
うに構成可能である。さらなる追加または代替として、基地局は、ソフトネスインジケー
タをブロードキャストして、またはユニキャスト、すなわち個別移動局信号送信を行って
、１または２以上の移動局に、該移動局の動作の１または２以上の様相をソフトネスの関
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【００３５】
　このように、本発明は、選び抜かれた実施形態を説明した前述の説明に限定されるもの
ではなく、また添付図面に限定されるものでもないということが理解されるべきである。
実際、本発明は、添付の特許請求の範囲およびその法的均等物のみにより限定されるもの
である。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】ワイヤレス通信ネットワークの一実施形態のブロック図である。
【図２】時間に対する仮定リバースリンク負荷のグラフである。
【図３】図２の負荷グラフに対応した、仮定リバースリンク負荷ソフトネスのグラフであ
る。
【図４】リバースリンク負荷ソフトネスを決定し、リバースリンク通信の１または２以上
の様相をソフトネスの関数として制御するように構成される基地局コントローラの一実施
形態のブロック図である。
【図５】リバースリンク負荷ソフトネスを決定し、対応するリバースリンク通信を制御す
る論理を処理する一実施形態の論理流れ図である。
【図６】ソフトネスに基づいてリバースリンク通信を制御する論理を処理する別の実施形
態の論理流れ図である。
【図７】支援するワイヤレス通信ネットワークから受信されるソフトネスインジケータに
応じて、移動局のリバースリンク通信の１または２以上の様相を制御するように構成され
る移動局の一実施形態のブロック図である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【手続補正書】
【提出日】平成19年11月27日(2007.11.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信ネットワークにおけるリバースリンクの制御方法であって、
　リバースリンク負荷のソフトネスを決定することと、その場合前記ソフトネスは、前記
リバースリンク負荷が、サービスの質の１または２以上の制約に違反することなく、軽減
可能であるかどうかを示すことと、
　前記リバースリンク上の通信を前記ソフトネスの関数として制御することと
　を含む方法。
【請求項２】
　リバースリンク負荷のソフトネスを決定することは、前記ワイヤレス通信ネットワーク
の任意のセクタにおける前記リバースリンク負荷のソフトネスを決定することを含み、前
記リバースリンク上の通信を前記ソフトネスの関数として制御することは、ソフトネスイ
ンジケータを前記セクタにおいて送信することにより、前記セクタ内で動作する１または
２以上の移動局が前記１または２以上の移動局のリバースリンク通信の１または２以上の
様相を前記ソフトネスインジケータの関数として変化させることを含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項３】
　前記１または２以上の移動局は、アクセスプローブを送信することに使用される１また
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は２以上のアクセスプローブパラメータを前記ソフトネスインジケータの関数として調節
する、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　リバースリンク負荷のソフトネスを決定することは、前記ワイヤレス通信ネットワーク
の任意のセクタにおける前記リバースリンク負荷のソフトネスを決定することを含み、前
記リバースリンク上の通信を前記ソフトネスの関数として制御することは、前記セクタ内
で動作する移動局により使用される１または２以上のアクセスプローブパラメータを調節
することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記セクタ内で動作する移動局により使用される１または２以上のアクセスプローブパ
ラメータを調節することは、アクセスプローブパワーを前記ソフトネスの関数として調節
することを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　アクセスプローブパワーをソフトネスの関数として調節することは、よりソフトである
リバースリンク負荷に対して、前記セクタ内で動作する少なくとも１つの移動局に対する
アクセスプローブパワーを増加させることを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　よりハードであるリバースリンク負荷に対して、前記セクタ内で動作する少なくとも１
つの移動局に対するアクセスプローブパワーを減少させることをさらに含み、その場合前
記リバースリンク負荷は、ソフトネスの数量的大きさにしたがって、よりハードまたはよ
りソフトであると見なされる、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記リバースリンク上の通信を前記ソフトネスの関数として制御することは、前記ワイ
ヤレス通信ネットワーク内の基地局から、前記基地局のセクタに対して決定された前記ソ
フトネスに応じて、ソフトネスインジケータを送信することにより、前記基地局のセクタ
内で動作する１または２以上の移動局が、前記１または２以上の移動局のリバースリンク
通信の１または２以上の様相を前記ソフトネスインジケータの関数として変化させること
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記リバースリンク負荷のソフトネスを決定することは、前記リバースリンク負荷の弾
性を決定することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記リバースリンク負荷の弾性を決定することは、１または２以上の現ユーザによる前
記リバースリンク負荷への寄与が低減可能である限界を評価することを含む、請求項９に
記載の方法。
【請求項１１】
　前記リバースリンク負荷の弾性を決定することは、１または２以上の現ユーザに対する
目下のリバースリンクデータレートが低下方向に調節可能であるかどうかを判定すること
を含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記リバースリンク負荷のソフトネスを決定することは、目下のリバースリンクデータ
レートを、１または２以上の現ユーザに対する許容最小リバースリンクデータレートと比
較することを含み、その場合前記リバースリンク負荷のソフトネスは、前記目下のリバー
スリンクデータレートと前記許容最小リバースリンクデータレートとの間の差異が大きく
なるにつれて大きくなる、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記リバースリンク上の通信を前記ソフトネスの関数として制御することは、前記ワイ
ヤレスネットワーク内の基地局からソフトネスインジケータを送信し、前記ソフトネスが
決定された前記ワイヤレス通信ネットワークのセクタ内で動作する１または２以上の移動
局に、前記ソフトネスインジケータに応じて、前記リバースリンク上での前記１または２
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以上の移動局の通信の１または２以上の様相を変化させることを含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項１４】
　前記リバースリンク上の通信を前記ソフトネスの関数として制御することは、決定され
た前記ソフトネスに応じて、前記ワイヤレス通信ネットワークのセクタ内で動作する移動
局により使用される１または２以上のアクセスプローブパラメータを設定することを含む
、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記リバースリンク負荷のソフトネスを決定することは、前記ワイヤレス通信ネットワ
ークの任意のセクタ内の前記リバースリン負荷のソフトネスを決定することを含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記リバースリンク上の通信を前記ソフトネスの関数として制御することは、前記ワイ
ヤレス通信ネットワーク内の基地局から、前記基地局のセクタに対して決定された前記ソ
フトネスに応じて、ソフトネスインジケータを送信することにより、前記基地局のセクタ
内で動作する１または２以上の移動局が、前記１または２以上の移動局のリバースリンク
通信の１または２以上の様相を前記ソフトネスインジケータの関数として変化させること
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記基地局から前記ソフトネスインジケータを送信することは、前記セクタにおけるリ
バースリンクローディングに対して決定されるソフトネスの程度を示す範囲値を送信する
ことを含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記基地局から前記ソフトネスインジケータを送信することは、１または２以上のユー
ザクラスの各々に対するソフトネスインジケータを送信することを含む、請求項１６に記
載の方法。
【請求項１９】
　前記リバースリンク上の通信を前記ソフトネスの関数として制御することは、前記リバ
ースリンク負荷の前記ソフトネスが決定される前記ワイヤレス通信ネットワークのセクタ
を操作する移動局により使用される１または２以上のアクセスプローブパラメータを調節
することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記リバースリンク上の通信を前記ソフトネスの関数として制御することは、１または
２以上の移動局に対するリバースリンクデータレートをソフトネスの関数として少なくと
も部分的に制御することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　前記リバースリンク上の通信を前記ソフトネスの関数として制御することは、前記ソフ
トネスに応じて調節される１または２以上のリバースリンク制御パラメータを送信するこ
とを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　前記ソフトネスに応じて調節される１または２以上のリバースリンク制御パラメータを
送信することは、異なる移動局グループまたは移動局クラスに対する前記１または２以上
のリバースリンク制御パラメータに対して異なる調節を行うことと、異なる調節が行われ
た前記リバースリンク制御パラメータを、前記異なる調節が行われた前記リバースリンク
制御パラメータのそれぞれの移動局グループまたは移動局クラスへ送信することとを含む
、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　リバースリンク負荷のソフトネスを決定し、前記リバースリンク上の通信を前記ソフト
ネスの関数として制御するように構成される１または２以上の処理回路を備え、その場合
前記ソフトネスは、前記リバースリンク負荷が、サービスの質の１または２以上の制約に
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違反することなく、軽減可能であるかどうかを示す、基地局コントローラ。
【請求項２４】
　前記基地局コントローラは、前記ワイヤレス通信ネットワークの任意のセクタにおける
前記リバースリンク負荷のソフトネスを決定するように構成され、また、前記セクタ内で
ソフトネスインジケータを送信することにより、前記リバースリンク上の通信を前記ソフ
トネスの関数として制御することで、前記セクタ内で動作する１または２以上の移動局が
、前記１または２以上の移動局のリバースリンク通信の１または２以上の様相を前記ソフ
トネスインジケータの関数として変化させるように構成される、請求項２３の基地局コン
トローラ。
【請求項２５】
　前記基地局コントローラは、前記ワイヤレス通信ネットワークの任意のセクタに対する
前記リバースリンク負荷のソフトネスを、前記セクタ内で動作する１または２以上の移動
局に対する最小許容リバースリンクデータレートと目下のリバースリンクデータレートを
比較することにより、決定するように構成される、請求項２３に記載の基地局コントロー
ラ。
【請求項２６】
　前記基地局コントローラは、１または２以上のアクセスプローブパラメータを前記ソフ
トネスの関数として変化させることにより、前記リバースリンク上の通信を前記ソフトネ
スの関数として制御するように構成される、請求項２３に記載の基地局コントローラ。
【請求項２７】
　前記基地局コントローラは、よりソフトであるリバースリンク負荷に対して、アクセス
プローブパワーを増加させるように構成される、請求項２６に記載の基地局コントローラ
。
【請求項２８】
　前記基地局コントローラは、よりハードであるリバースリンク負荷に対して、アクセス
プローブパワーを減少させるように構成される、請求項２７に記載の基地局コントローラ
。
【請求項２９】
　前記基地局コントローラは、異なるユーザクラスには異なるソフトネスインジケータを
生成するように構成される、請求項２３に記載の基地局コントローラ。
【請求項３０】
　前記基地局コントローラは、前記リバースリンク負荷のソフトネスが決定された前記ワ
イヤレス通信ネットワークのセクタ内で動作する移動局により使用される１または２以上
のアクセスプローブパラメータを調節することにより、前記リバースリンク上の通信を前
記ソフトネスの関数として制御するように構成される、請求項２３に記載の基地局コント
ローラ。
【請求項３１】
　前記基地局コントローラは、１または２以上の移動局に対するリバースリンクデータレ
ートを前記ソフトネスの関数として少なくとも部分的に制御することにより、前記リバー
スリンク上の通信を前記ソフトネスの関数として制御するように構成される、請求項２３
に記載の基地局コントローラ。
【請求項３２】
　基地局コントローラは、前記ソフトネスに応じて調節される１または２以上のリバース
リンク制御パラメータを送信することにより、前記リバースリンク上の通信を前記ソフト
ネスの関数として制御するように構成される、請求項２３に記載の基地局コントローラ。
【請求項３３】
　前記基地局コントローラは、異なる移動局グループまたは移動局クラスに対する前記１
または２以上のリバースリンク制御パラメータに対して異なる調節を行い、異なる調節が
行われた前記リバースリンク制御パラメータを、前記異なる調節が行われた前記リバース
リンク制御パラメータのそれぞれの移動局グループまたは移動局クラスへ送信する、請求
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項３２に記載の基地局コントローラ。
【請求項３４】
　ワイヤレス通信ネットワークからフォワードリンク通信を受信するように構成され、ま
た、前記ワイヤレス通信ネットワークへのリバースリンク通信に対して構成されるトラン
シーバ回路と、
　前記リバースリンク通信の１または２以上の様相を、前記ワイヤレス通信ネットワーク
から前記フォワードリンク通信の一部として受信されるソフトネスインジケータの関数と
して調節するように構成される１または２以上の処理回路と、その場合前記ソフトネスイ
ンジケータは、前記リバースリンク負荷が、サービスの質の１または２以上の制約に違反
することなく、軽減可能であるかどうかを示すことと、
　を備える移動局。
【請求項３５】
　前記１または２以上の処理回路は、前記リバースリンクに関するアクセスプローブを前
記ワイヤレス通信ネットワークへ前記ソフトネスインジケータの関数として送信すること
に関連する１または２以上の送信パラメータを調節するように構成される、請求項３４に
記載の移動局。
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